
軽自動車を、障害者自身が所有・運転する場合
や、障害者の通院や生業などのために生計を一に
する人が所有・運転する場合、軽自動車税（種別
割）の減免を受けることができます。
また、公益のため直接専用するものと認められ
る車両についても、減免を受けられる場合がある
ので、問い合わせてください。
■申　４月１日㈭～５月31日㈪に税務課管理係
☎95－9876

・２つ以上の障害がある場合は、総合等級ではなくそれぞれの障害の級で判断します。
・７級（＊）でほかの障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている人は６級の区分とします。また、戦傷病者
手帳を持つ人も、場合によっては減免が受けられます。

軽自動車税（種別割）の減免区分表

申請の条件と必要書類

軽自動車税（種別割）の
減免申請

受付期間は４月１日㈭～５月31日㈪
税 金 ナ ビ

台数

対象車両
構造
減免

障害者
減免

持ち物

・普通自動車の減免を受けている人や、福祉タクシー料金助成制度を利用している人は、減
免を受けられません。
・車検証に「事業用」と記載されている車両は対象外です。
・世帯が別で生計を一にしている人が所有する軽自動車などを申請する場合や、常時介護し
ている人が運転する場合は、それぞれ申出書類が必要です。

①身体などに障害のある人が所有する車両
②18歳未満の障害者と生計を一にする人が所有する車両
③知的障害者または精神障害者と生計を一にする人が所有する車両
④身体障害者などが利用するための特殊構造をした車両
※８ナンバーの車両で、車検証の「車体の形状」欄に「身体障害者輸送用」「車いす移動車」
などと書かれているもの

その他

障害者１人につき１台
車検証、車両所有者のマイナンバーの分かるもの、運転する人の運転免許証、各種手帳（④
の場合を除く）

下 肢 不 自 由 １～６級（＊）
１～３級、５級体 幹 不 自 由

視 覚 障 害

上 肢 不 自 由

区　　分

音 声 機 能 障 害

平 衡 機 能 障 害

肝 臓 機 能 障 害
免 疫 機 能 障 害

３級　咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る

移動
機能

障害者自身が運転する場合

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・
ぼうこう・直腸機能障害 １～４級

１～４級

聴 覚 障 害

１・２級
１～３級
１～３級

１・２級

３級

１～４級

障害者と生計を一にする人又は障
害者を常時介護する人が運転する
場合

２・３級

身
体
障
害
者
手
帳

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳
愛 護 手 帳
療 育 手 帳

１級
１・２度、Ａ

１～３級

１～３級

Ａ

上肢
機能

１～６級（＊） １～３級

乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害

（　　　　　　　 ）
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※電気自動車などを除き、いずれも平成17年排出ガス基準75％低減達成車（★★★★）又は30年排出ガス基準50％
低減達成車に限ります。

平成29年度に実施された、環境負荷の小さい車両に対して排出ガスや燃費性能の基準に応じて税額が軽減される
グリーン化特例（軽課）について、基準を見直したうえで再度延長されました。軽減は、初めて車両番号の指定を
受けた年度の翌年度限りです。
令和３年度対象車両　初度検査年月が令和２年４月～３年３月で、下表の環境性能を有する車両

■グリーン化特例（軽課）

※新規登録した年月とは、初めて車両番号の指定を受けた年月です。自動車検査証では初度検査年月と記載されて
います。

平成27年４月１日以降に新規登録する車両から、新税額が適用されています。また、環境への負荷の低減に資す
るための施策であるグリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両につい
て、平成28年度から経年重課の税額が適用されています。

■税額と経年重課

■問　税務課管理係　☎95－9876
軽自動車税（種別割）は、４月１日現在に、原付バイク、
小型特殊自動車、軽自動車、自動二輪車を所有している人に
課税される税金です。譲渡や盗難などにより、実際に所有し
ていなくても、所定の手続きをしない限り税金がかかります。
軽自動車税（種別割）は、普通自動車における自動車税（種
別割）とは異なり、月割りで税額を算定しません。そのため、
年度の途中で譲渡や廃車をしても税金の還付はありません。
また、４月２日以降に取得した場合は、その年度は税金がか
かりません。
納期限は５月31日㈪です。口座振替を利用する人は、残高
を確認してください。また、口座振替の人には、車検用納税
証明書を６月上旬に郵送します。

令和元年10月１日から、自動車の税が変わり、
自動車税は自動車税種別割に、軽自動車税は軽
自動車税（種別割）に名称が変更されています。

軽自動車税（種別割）の
税率

納期限は５月31日㈪

名称が変更されています

Zeikin Navi

5343
ホームページID

4,500円3,000円営業用

8,200円
6,000円

5,500円
4,000円

7,200円

貨物

12,900円
営業用
自家用

車種区分

6,900円
5,000円
3,800円

平成27年４月１日以降
に登録した車両

3,900円

10,800円

登録後13年を経過し
た車両

平成27年３月31日までに
登録した車両

三輪 4,600円3,100円

四輪

自家用乗用

1,000円営業用

営業用

貨物 自家用 2,500円
－ 1,900円－

－5,200円3,500円1,800円
1,300円 －

8,100円2,700円 5,400円

－
2,900円

2,000円 3,000円－

－
3,800円

－

平成27年度燃費
基準＋15％達成
車（25％軽減）

－

乗用
四輪

自家用

1,000円

令和２年度燃費
基準＋10％達成
車（25％軽減）

平成27年度燃費
基準＋35％達成
車（50％軽減）

電気自動車・
天然ガス自動車
（75％軽減）

令和２年度燃費
基準＋30％達成
車（50％軽減）

三輪

－

車種区分

42021.4.1



軽自動車を、障害者自身が所有・運転する場合
や、障害者の通院や生業などのために生計を一に
する人が所有・運転する場合、軽自動車税（種別
割）の減免を受けることができます。
また、公益のため直接専用するものと認められ
る車両についても、減免を受けられる場合がある
ので、問い合わせてください。
■申　４月１日㈭～５月31日㈪に税務課管理係
☎95－9876

・２つ以上の障害がある場合は、総合等級ではなくそれぞれの障害の級で判断します。
・７級（＊）でほかの障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている人は６級の区分とします。また、戦傷病者
手帳を持つ人も、場合によっては減免が受けられます。

軽自動車税（種別割）の減免区分表

申請の条件と必要書類

軽自動車税（種別割）の
減免申請

受付期間は４月１日㈭～５月31日㈪
税 金 ナ ビ

台数

対象車両
構造
減免

障害者
減免

持ち物

・普通自動車の減免を受けている人や、福祉タクシー料金助成制度を利用している人は、減
免を受けられません。
・車検証に「事業用」と記載されている車両は対象外です。
・世帯が別で生計を一にしている人が所有する軽自動車などを申請する場合や、常時介護し
ている人が運転する場合は、それぞれ申出書類が必要です。

①身体などに障害のある人が所有する車両
②18歳未満の障害者と生計を一にする人が所有する車両
③知的障害者または精神障害者と生計を一にする人が所有する車両
④身体障害者などが利用するための特殊構造をした車両
※８ナンバーの車両で、車検証の「車体の形状」欄に「身体障害者輸送用」「車いす移動車」
などと書かれているもの

その他

障害者１人につき１台
車検証、車両所有者のマイナンバーの分かるもの、運転する人の運転免許証、各種手帳（④
の場合を除く）

下 肢 不 自 由 １～６級（＊）
１～３級、５級体 幹 不 自 由

視 覚 障 害

上 肢 不 自 由

区　　分

音 声 機 能 障 害

平 衡 機 能 障 害

肝 臓 機 能 障 害
免 疫 機 能 障 害

３級　咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る

移動
機能

障害者自身が運転する場合

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・
ぼうこう・直腸機能障害 １～４級

１～４級

聴 覚 障 害

１・２級
１～３級
１～３級

１・２級

３級

１～４級

障害者と生計を一にする人又は障
害者を常時介護する人が運転する
場合

２・３級

身
体
障
害
者
手
帳

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳
愛 護 手 帳
療 育 手 帳

１級
１・２度、Ａ

１～３級

１～３級

Ａ

上肢
機能

１～６級（＊） １～３級

乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害
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※電気自動車などを除き、いずれも平成17年排出ガス基準75％低減達成車（★★★★）又は30年排出ガス基準50％
低減達成車に限ります。

平成29年度に実施された、環境負荷の小さい車両に対して排出ガスや燃費性能の基準に応じて税額が軽減される
グリーン化特例（軽課）について、基準を見直したうえで再度延長されました。軽減は、初めて車両番号の指定を
受けた年度の翌年度限りです。
令和３年度対象車両　初度検査年月が令和２年４月～３年３月で、下表の環境性能を有する車両

■グリーン化特例（軽課）

※新規登録した年月とは、初めて車両番号の指定を受けた年月です。自動車検査証では初度検査年月と記載されて
います。

平成27年４月１日以降に新規登録する車両から、新税額が適用されています。また、環境への負荷の低減に資す
るための施策であるグリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両につい
て、平成28年度から経年重課の税額が適用されています。

■税額と経年重課

■問　税務課管理係　☎95－9876
軽自動車税（種別割）は、４月１日現在に、原付バイク、

小型特殊自動車、軽自動車、自動二輪車を所有している人に
課税される税金です。譲渡や盗難などにより、実際に所有し
ていなくても、所定の手続きをしない限り税金がかかります。
軽自動車税（種別割）は、普通自動車における自動車税（種
別割）とは異なり、月割りで税額を算定しません。そのため、
年度の途中で譲渡や廃車をしても税金の還付はありません。
また、４月２日以降に取得した場合は、その年度は税金がか
かりません。
納期限は５月31日㈪です。口座振替を利用する人は、残高
を確認してください。また、口座振替の人には、車検用納税
証明書を６月上旬に郵送します。

令和元年10月１日から、自動車の税が変わり、
自動車税は自動車税種別割に、軽自動車税は軽
自動車税（種別割）に名称が変更されています。

軽自動車税（種別割）の
税率

納期限は５月31日㈪

名称が変更されています

Zeikin Navi

5343
ホームページID

4,500円3,000円営業用

8,200円
6,000円

5,500円
4,000円

7,200円

貨物

12,900円
営業用
自家用

車種区分

6,900円
5,000円
3,800円

平成27年４月１日以降
に登録した車両

3,900円

10,800円

登録後13年を経過し
た車両

平成27年３月31日までに
登録した車両

三輪 4,600円3,100円

四輪

自家用乗用

1,000円営業用

営業用

貨物 自家用 2,500円
－ 1,900円－

－5,200円3,500円1,800円
1,300円 －

8,100円2,700円 5,400円

－
2,900円

2,000円 3,000円－

－
3,800円

－

平成27年度燃費
基準＋15％達成
車（25％軽減）

－

乗用
四輪

自家用

1,000円

令和２年度燃費
基準＋10％達成
車（25％軽減）

平成27年度燃費
基準＋35％達成
車（50％軽減）

電気自動車・
天然ガス自動車
（75％軽減）

令和２年度燃費
基準＋30％達成
車（50％軽減）

三輪

－

車種区分
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■問　税務課固定資産税係　☎95－9879
固定資産税は、毎年１月１日の賦課期日に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を
もとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。都市計画税は、市街化区域内に土地、
家屋を所有している人に課税される税金です。
■税率　固定資産税　土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計に1.4％の割合で課税されます。

都市計画税　土地、家屋の課税標準額の合計に0.25％の割合で課税されます。
■第１期納期限　５月31日㈪（課税明細書は、納税通知書に同封のうえ４月下旬に送付）
●次に該当するときは連絡してください
・課税明細書の内訳と令和３年１月１日現在の資産状況が異なるとき（令和２年中に
取り壊した家屋が記載されているなど）
・納付書の住所、氏名に誤りがあるとき　　・そのほか、疑問に思うとき

9122
ホームページID固定資産税・都市計画税第１期納期限は５月31日㈪

Zeikin Navi税 金 ナ ビ

●加入の届出が遅れると
国保の加入資格が発生した日（前の健康保険の資
格を喪失した日）までさかのぼって保険税を納めて
いただきます。

●脱退の届出が遅れると
資格がなくなったあとで国保の保険証を使って受
診した場合、国保で負担した医療費を返還すること
になります。
●口座振替に協力をお願いします
国民健康保険税の納付は原則口座振替をお願いし
ております。加入・変更手続きの際には口座番号の
分かるものとその届出印を持参してください。
●注意してください
すべての手続きに免許証などの本人確認書類が必
要です。また、各種申請書にマイナンバーの記載が
必要になりました。マイナンバーの分かるものと顔
写真付きの本人確認書類を持参してください。
国保の届出とあわせて年金や福祉医療などの手続
きをする場合は印鑑が必要です。

国保の加入・脱退は必ず14日以内に届出を
■問　国保年金課国保係　☎95－9891

異動の多いこの時期、届出が必要な人は期限内に忘れずに手続きをしてください。
国保に加入するとき

そのほか

国保を脱退するとき

４月１日より国民健康保険証の記号番号に、医療機関を受診
する際に個人を特定する番号である「枝番」が追加されます。
これは、新たに交付する保険証より順次記載します。ただし、
現在お持ちの保険証の交換や変更手続きは必要無く、有効期限
までそのまま使用できます。令和４年８月中旬頃の次回更新の
ときに、枝番が表記された保険証を送付します。

国保証の表記が変わります
令和３年８月31日
012－3456789

山田　太郎
（枝番）01

男

職場などの健康保険を脱
退したとき（健保などの
被扶養者から外れたとき）

こんなとき

生活保護を受けなくなっ
たとき

ほかの市町村から転入し
たとき

保護廃止通知書

届出に必要なもの

職場の健康保険をやめた
証明書
※脱退日から14日以内に
証明書が届かない場合は、
期限内にご相談ください。

転出証明書

職場などの健康保険に加
入したとき（健保などの
被扶養者になったとき）
生活保護を受けるとき

こんなとき

死亡したとき

ほかの市町村へ転出する
とき 保険証

届出に必要なもの

保険証、喪主を証明する
もの、葬祭費を振込む口
座番号の分かるもの

保険証、保護開始通知書

国保と健保の保険証

世帯が分かれたり、一緒
になったとき
修学のため、子どもがほ
かの市町村に住むとき
保険証を破損・紛失した
とき

こんなとき
住所・世帯主・氏名など
が変わったとき

保険証

破損した保険証

保険証

届出に必要なもの

保険証、在学証明書

62021.4.1

文化教室受講生募集趣味・教養がいっぱい
文化教室が公民館などで始まります。たくさんの教室を用意しているので、余暇利用や技術習得に役立ててくだ

さい。
■申　４月６日㈫10時～13日㈫17時に事前申込書を各施設又はホームページの申し込みフォーム
・感染症対策のため、ホームページから申し込むよう協力をお願いします。    
・申し込み多数の場合は抽せんで、結果は４月14日㈬以降に通知します。当せん者は
23日㈮17時までに参加費を添えて受講手続きを行ってください。 16731

ホームページID

※新川・大浜・棚尾公民館は月曜日も開館します。

申し込み

椅子に座って
できる運動教室

農業者コミュニ
ティセンター
☎42－5888

ふっくら
もちもち！
米粉パン作り

はじめての
ピラティス

日進公民館
☎48－2678

初歩の日本画

新川公民館
☎41－2103

中部公民館
☎42－8266

ところ
問合せ

大浜公民館
☎42－1182

棚尾公民館
☎41－0892

鷲塚公民館
☎48－5412

ウクレレ入門

とき教室名 内容など

いやしのヨガ

椅子で
アイディア
Ｃ体創

あったか
ガーデニング
教室

12人

5,000円

2,100円
10人

3,000円
10人

2,500円

６人

12人

500円

12人
500円

10人
1,000円

500円

15人

10人
500円

10,500円

12人

1,000円

20人

費用
（教材費
含む）

定員

10人
500円

着物の着付けと
お茶会入門

からだにやさし
いヨーガ

武術の動きで
学ぶ体の使い方

入門
ちぎり絵教室

体のしんである背骨と骨盤、呼吸に
重点を置き、姿勢改善や不調緩和を
目指します。初めての人も安心して
参加できます。
■講　杉浦秀美氏

ゆかたや着物の着付け、帯の結び方、
茶道の客の作法を学びます。
■講　片山ゆき子氏　■対　女性

この講座の受講経験者は申し込みで
きません。
■講　正海浩氏　■対　初心者

■講　井澤しげ子氏

「腰が痛い時、膝が痛い時には、こ
んな体操をしてみませんか？」をテ
ーマに行います。
■講　榊原とし子氏

■講　近藤樺楊氏

基礎のデッサンから日本画を学びま
す。
■講　山中順一氏

米粉の「食パン｣｢マフィン｣｢カンパ
ーニュ」を作ります。
■講　片山幸寛氏（Bakeshop SolSol）
■対　高校生以上

高齢者や足腰の不自由な人が安心し
て参加できる体操です。
■講　有本征世氏

疲れにくい体の使い方を学びます。
■講　鈴木伸也氏
■対　正座ができる人

季節の花や多肉植物の寄せ植えとハ
ンギングバスケットを使った花飾り
です。ハンギングバスケット購入希
望者は別途1,000円程度必要です。
■講　石川二枝氏

日頃運動不足の人や膝や腰の痛い人
も参加できます。
■講　たぶち優子氏

５月９日、30日、６月６日の
日曜日　13時30分～16時30分
（全３回）

５月11日、18日、25日、６月
１日、８日の火曜日　13時30
分～15時30分（全５回）

５月18日、25日、６月１日の
火曜日　10時～11時15分（全
３回）

６月19日、26日、７月３日、
17日、24日の土曜日　13時30
分～15時（全５回）
５月16日、６月６日、20日、
７月４日、18日、９月19日、
10月３日、17日、24日の日曜
日　13時30分～15時30分
（全９回）
５月12日、26日、６月９日、
23日、７月14日の水曜日　14
時～15時（全５回）

６月５日、19日、26日、７月
17日、31日の土曜日　９時45
分～10時45分（全５回）

５月12日、26日、６月９日、
23日、７月14日の水曜日　13
時30分～15時30分（全５回）

６月19日、９月25日、11月27
日の土曜日　13時30分～15時
30分（全３回）

７月７日、14日、28日、８月
４日、11日、18日、25日、９
月１日の水曜日　10時～11時
30分（全８回）

５月15日、29日、６月12日、
26日、７月10日の土曜日　10
時～11時30分（全５回）

６月15日、22日、29日の火
曜日　10時～11時（全３回）
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